
内閣総理大臣の談話 

 

平成２１年１０月８日 

 

１ 本日、地方分権改革推進委員会第３次勧告を丹羽委員長から頂

いた。第１次勧告から本勧告に至るまでの地方分権改革推進委員

会の委員各位のこれまでのご尽力に深甚なる感謝を申し上げたい。 

 

２ 「国と地方の協議の場の法制化」や、「義務付け・枠付けの見直

しと条例制定権の拡大」を中心とする本日頂いた勧告は、地域主

権を実現していく上で大きな意義を有すると考えており、勧告が

最大限実現されるよう、内閣を挙げて速やかに取り組む所存であ

る。 

 


